
入札参加業者各位

公立大学法人横浜市立大学

　上記件名に係る契約について、次のとおり質問がありましたので、回答します。

担当

メール

質問回答書

質問 回答

件 名 ： 令和４～６年度 教職員健康診断の実施に係る業務

 令和３年１２月２４日

公 立 大 学 法 人 横 浜 市 立 大 学

保 健 管 理 課

hokekan＠yokohama-cu.ac.jp

仕様書P23-【別表2】判定基準値及び判定方法につ
いて、御法人の基準に合わせると非常に大幅なシ
ステム改修が必要となりますが、結果帳票への印
字方法等一部の仕様について相談させていただく
ことは可能でしょうか。
例）D判定を結果表上はDと表記、受診結果報告及
び緊急連絡はD-1・D-2で区別する。

原則として仕様の通りとし、個別の事情による事
案については、委託者と協議のうえ決定すること
とします。

<質問１> <回答１>

<質問２> <回答２>

７８７-２２７０電話

<質問４> <回答４>

仕様書P18-【別添5】情報機器作業健康診断の「調
節機能検査」では検査に特殊な機材を用するた
め、巡回健診以外に施設受け入れ等の実施方法も
検討いただくことは可能でしょうか。

可能です。

仕様書P16-【別添4】特殊健診の判定基準値につい
ては弊会基準値を使用させていただくことは可能
でしょうか。また、その場合緊急連絡の対象も弊
会の基準に合わせての報告でよろしいでしょう
か。

総合判定は、受託者が各健診項目の検査結果を総
合的に判断したものとしてください。

<質問３> <回答３>

仕様書P29-【別表4】③受診票は個人票のことでよ
ろしいでしょうか。

その通りです。
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以上

仕様書P26-【別表4】結果の納期が受診後10営業日
と指定されていますが、状況によっては納期の延
長について相談させていただくことは可能でしょ
うか。

原則として仕様の通りとし、個別の事情による事
案については、委託者と協議のうえ決定すること
とします。

<質問９> <回答９>

<質問８> <回答８>

仕様書P25-【別表3】の緊急連絡基準値表に記載さ
れている期日の報告が難しいものがあります。判
明次第、早急に報告させていただくこととしても
よろしいでしょうか。

原則として仕様の通りとし、個別の事情による事
案については、委託者と協議のうえ決定すること
とします。

<質問５> <回答５>

仕様書P8-【別添2】実施時期は7～9月とあります
が、場合によっては時期を多少前後に移動させて
いただくことは可能でしょうか。

原則として仕様の通りとし、個別の事情による事
案については、委託者と協議のうえ決定すること
とします。

<質問６> <回答６>

仕様書P23-【別表2】判定基準値の⑤肝機能「γ-
GT」のD-1が100～200となっておりますが、こちら
は101～200ではございませんでしょうか。

その通りです。

<質問７> <回答７>

仕様書P23-【別表2】判定基準値の⑧腎機能検査
「尿潜血」のDは受診結果報告書の対象なっており
ますが、生理中の方も同様の対応となりますで
しょうか。

その通りです。
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